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平
成
十
六
年
二
月
十
三
日
（
金
）
昭
和
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
第
十
回
合
併
協
議
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
協
議
会
に
は
、
委
員
等
二
十
名
が
出
席
し
、
約
七
十
人
が
傍
聴
し
ま
し
た
。

は
じ
め
に
石
川
会
長
は
『
今
回
提
出
さ
れ
た
案
件
の
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
合
併
に
よ
っ
て
住
民
負
担
が

増
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
可
能
な
限
り
詰
め
た
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
三
町
合
併
と
い
う
大
命
題
に
向
か
っ
て

本
協
議
会
の
前
進
を
期
し
て
い
き
た
い
』
と
あ
い
さ
つ
。

新
市
名
称
関
係
三
項
目
が
報
告
さ
れ
、
続
い
て
継
続
協
議
と
な
っ
て
い
た
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取

扱
い
な
ど
二
項
目
と
使
用
料
、
手
数
料
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
手
数
料
の
取
扱
い
）
な
ど
八
項
目
の
協
議
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

報
告
事
項

新
市
名
称
候
補
選
定
小
委
員
会
報
告

に
つ
い
て

平
成
十
六
年
一
月
二
十
日
に
行
わ
れ
た
、
新
市
名

称
候
補
選
定
小
委
員
会
で
の
決
定
事
項
及
び
同
小
委

員
会
設
置
要
領
の
一
部
変
更
（
副
委
員
長
を
一
名
か

ら
二
名
に
変
更
）
内
容
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
最
終
応
募
総
数
（
二
、
五
四
七
通
）、
応

募
種
類
（
一
、
一
五
四
種
類
）
に
つ
い
て
も
報
告
さ

れ
ま
し
た
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、六
ペ
ー
ジ
か
ら
全
種
類
掲
載
。

協
議
事
項

《
継
続
協
議
》

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
に
つ
い
て

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
協
議
の
中
で
「
議
会
の
中
で
も
協
議
し
て
い
る

が
、
一
致
し
た
意
見
ま
で
調
整
さ
れ
て
い
な
い
。
合

併
特
例
法
の
在
任
特
例
を
設
け
た
本
当
の
意
味
を
解

釈
し
て
も
ら
い
た
い
」「
建
設
計
画
の
実
施
を
あ
る

程
度
見
届
け
な
け
れ
ば
合
併
を
推
進
さ
せ
た
意
味
が

な
い
」
な
ど
の
在
任
特
例
を
適
用
す
べ
き
と
い
う
意

見
と
、
一
方
「
な
ん
の
た
め
の
合
併
か
、
合
併
の
目

的
で
あ
る
経
費
削
減
を
第
一
に
考
え
る
べ
き
で
あ

り
、
特
例
な
し
で
も
い
い
の
で
は
」「
他
の
協
議
会

で
は
、在
任
特
例
期
間
を
六
ヶ
月
や
七
ヶ
月
ま
た
は
、

特
例
な
し
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
例

も
参
考
に
し
て
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
な
ど
の

意
見
が
あ
り
継
続
協
議
と
し
ま
し
た
。
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《
継
続
協
議
》

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
、
協
議
の
中
で
「
農
業
委
員
会
委
員
の

定
数
は
議
会
議
員
の
定
数
と
密
着
し
て
い
る
の
で
、

議
会
議
員
の
定
数
が
決
ま
っ
た
時
点
で
協
議
す
べ
き

で
は
」
と
の
意
見
が
あ
り
、
継
続
協
議
と
し
ま
し
た
。

使
用
料
、
手
数
料
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
　

（
手
数
料
の
取
扱
い
）

使
用
料
、
手
数
料
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
手
数

料
の
取
扱
い
）
は
、
次
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

●
三
町
で
差
異
の
な
い
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

●
三
町
で
差
異
の
あ
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
合
併

時
に
統
一
す
る
。

消
防
防
災
関
係
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

消
防
防
災
関
係
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
協

議
の
中
で
、「
情
報
の
伝
達
方
法
と
い
う
と
こ
ろ
で

昭
和
町
の
場
合
は
ど
う
な
る
の
か
」
と
い
う
質
問
に

対
し
て
、「
天
王
町
の
防
災
無
線
を
参
考
に
し
な
が

ら
新
市
に
お
い
て
速
や
か
に
設
置
し
た
い
」
と
の
考

え
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

確
認
さ
れ
た
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
防
災
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、
情
報
の
伝
達
方
法

に
配
慮
し
な
が
ら
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

●
防
災
会
議
は
、
合
併
時
に
設
置
し
、
地
域
防
災
計
画

は
、
新
市
に
お
い
て
策
定
す
る
。
な
お
、
新
計
画
が

策
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
現
計
画
を
運
用
す
る
。

●
水
防
計
画
は
、
新
市
に
お
い
て
策
定
す
る
。
な
お
、

新
計
画
が
策
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
飯
田
川
町

の
現
計
画
を
運
用
す
る
。

●
災
害
弔
慰
金
等
は
、
合
併
時
に
統
一
す
る
。

◆
三
町
で
差
異
の
あ
る
手
数
料

・
住
民
票
（
全
員
）

二
〇
〇
円

・
住
民
票
（
一
部
）

一
五
〇
円

・
住
民
票
広
域
交
付

一
五
〇
円

・
年
金
証
明

一
五
〇
円

・
記
載
事
項
証
明

一
五
〇
円

・
閲
覧

一
五
〇
円

・
印
鑑
証
明

一
五
〇
円

・
印
鑑
登
録
手
数
料

無
　
　
料

・
印
鑑
登
録
手
数
料
（
再
交
付
）

二
〇
〇
円

・
戸
籍
の
附
票

一
五
〇
円

・
身
分
証
明
書

二
〇
〇
円

・
そ
の
他
の
証
明

一
五
〇
円

・
諸
収
入
金
の
督
促
手
数
料

一
通
一
〇
〇
円

・
有
線
放
送
手
数
料(

町
内)
五
〇
〇
円

・
有
線
放
送
手
数
料(

町
外)

二
、
五
〇
〇
円

・
臨
時
運
行
許
可
手
数
料

七
五
〇
円

合
併
後
は
こ
こ
に
記
載
の

手
数
料
と
な
り
ま
す
。

そ
の
他
は
今
ま
で
ど
お
り

で
す
。

■天王町防災関係事業の現況
・防災行政無線（固定系　移動系）
①地域防災行政無線
②安全情報伝達無線施設

・秋田県総合防災情報システム
・防災センター１箇所
・防災拠点／避難場所74箇所　避難施設 10箇所

■昭和町防災関係事業の現況
・秋田県総合防災情報システム
・防災拠点／避難場所 17箇所　避難施設 20箇所

■飯田川町防災関係事業の現況
・防災行政無線（移動系）
①地域防災行政無線

・安全情報伝達施設（有線放送）
・秋田県総合防災情報システム
・防災拠点／避難場所21箇所　避難施設 20箇所
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障
害
者
福
祉
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

障
害
者
福
祉
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

◎
障
害
者
福
祉
事
業
の
国
又
は
県
等
が
定
め
る
制
度

に
つ
い
て
は
、
そ
の
要
綱
に
準
拠
し
な
が
ら
サ
ー
ビ

ス
の
充
実
に
努
め
る
。

●
障
害
者
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て

策
定
す
る
。

●
特
別
障
害
者
手
当
等
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
と
す
る
。

●
障
害
者
年
金
（
居
宅
支
援
金
）
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
に
再
編
す
る
。

●
小
規
模
作
業
所
運
営
補
助
事
業
、
小
規
模
作
業
所

等
通
所
者
交
通
費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
と
す
る
。

●
身
体
障
害
者
補
装
具
の
交
付
・
修
理
に
つ
い
て
は
、

天
王
町
・
昭
和
町
の
例
に
よ
る
。

●
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
等
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。

児
童
福
祉
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

児
童
福
祉
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と

お
り
確
認
し
ま
し
た
。

◎
児
童
福
祉
事
業
の
国
又
は
県
等
が
定
め
る
制
度
に

つ
い
て
は
、
そ
の
要
綱
に
準
拠
し
な
が
ら
サ
ー
ビ

ス
の
充
実
に
努
め
る
。

●
障
害
児
福
祉
手
当
等
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
と
す
る
。

●
放
課
後
児
童
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
現

行
の
と
お
り
と
し
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

生
活
保
護
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

生
活
保
護
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と

お
り
確
認
し
ま
し
た
。

●
生
活
保
護
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
福

祉
事
務
所
を
設
置
し
、
国
又
は
県
等
が
定
め
る
各

種
の
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
法
令
・
要
綱
等
に
準

拠
し
な
が
ら
実
施
す
る
。

建
設
関
係
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

建
設
関
係
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
協
議
の

中
で
「
都
市
計
画
は
、
市
民
生
活
に
直
結
す
る
大
事

な
行
政
分
野
で
あ
り
、
今
後
、
三
六
〇
〇
〇
人
の
市

民
か
ら
詳
細
に
意
見
を
伺
い
な
が
ら
万
全
を
期
す
と

い
う
よ
う
な
行
政
側
の
姿
勢
を
貫
い
て
ほ
し
い
」

「
秋
田
地
区
の
都
市
計
画
に
入
っ
て
い
る
た
め
大
変

不
便
を
感
じ
て
い
る
。
新
市
独
自
の
都
市
計
画
を
立

ち
上
げ
る
よ
う
に
が
ん
ば
っ
て
も
ら
い
た
い
」
な
ど

の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
正
副
会
長

か
ら
「
こ
の
新
市
独
自
の
都
市
計
画
を
つ
く
っ
て
い

く
と
い
う
こ
と
が
極
め
て
大
事
で
あ
る
」「
地
方
分

権
に
ふ
さ
わ
し
い
立
派
な
田
園
都
市
を
つ
く
っ
て
い

き
た
い
」
と
の
考
え
を
示
し
ま
し
た
。

確
認
さ
れ
た
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◎
道
路
・
公
営
住
宅
事
業
の
取
扱
い

●
町
道
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

●
道
路
除
雪
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
道
路
除

雪
計
画
を
策
定
す
る
。

●
道
路
認
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
ま
で
に
調

整
す
る
。

●
道
路
占
用
料
に
つ
い
て
は
、合
併
時
に
再
編
す
る
。

●
公
営
住
宅
の
家
賃
に
つ
い
て
は
、
公
営
住
宅
法
に

基
づ
き
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

◎
都
市
計
画
関
係
事
業
の
取
扱
い

●
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
新
市

に
お
い
て
策
定
す
る
。
な
お
、
新
計
画
が
策
定
さ

れ
る
ま
で
の
間
は
、
現
計
画
を
運
用
す
る
。

●
都
市
計
画
区
域
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新

市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
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●
都
市
計
画
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て

設
置
す
る
。

●
都
市
公
園
は
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

●
都
市
計
画
決
定
を
受
け
た
都
市
計
画
道
路
に
つ
い
て
　
　

は
現
行
の
と
お
り
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

●
宅
地
開
発
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
開
発
指
導
要
綱
を
策
定
す
る
。

上
水
道
、
下
水
道
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

上
水
道
、
下
水
道
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

◎
上
水
道
事
業
の
取
扱
い

●
上
水
道
及
び
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
に
つ
い
て

は
、
合
併
時
に
統
一
す
る
。

●
上
水
道
及
び
簡
易
水
道
の
給
水
区
域
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

●
上
水
道
及
び
簡
易
水
道
の
水
道
料
金
に
つ
い
て
は
、

当
分
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

●
メ
ー
タ
ー
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
一

す
る
。
メ
ー
タ
ー
は
全
て
貸
付
と
し
、
口
径
別
に

水
道
料
金
と
合
わ
せ
て
徴
収
す
る
。

●
新
規
加
入
金
に
つ
い
て
は
、合
併
時
に
統
一
す
る
。

●
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
一
す
る
。

◎
下
水
道
事
業
の
取
扱
い

●
公
共
下
水
道
事
業
及
び
農
業
集
落
排
水
事
業
に
つ

い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の

と
す
る
。

●
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
及
び
農
業
集
落
排
水

事
業
特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
合
併
時

に
統
一
す
る
。

●
公
共
下
水
道
事
業
、
農
業
集
落
排
水
事
業
の
使
用

料
に
つ
い
て
は
、
当
面
現
行
の
と
お
り
と
し
、
平

成
二
十
年
度
か
ら
統
一
す
る
。

●
公
共
下
水
道
事
業
、
農
業
集
落
排
水
事
業
の
受
益

者
負
担
金
・
分
担
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年

度
か
ら
統
一
す
る
。

●
排
水
設
備
工
事
指
定
店
登
録
手
数
料
に
つ
い
て

は
、
昭
和
町
の
例
に
よ
る
。

●
排
水
設
備
工
事
検
査
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
天
王

町
の
例
に
よ
る
。

●
水
洗
便
所
改
造
資
金
融
資
斡
旋
及
び
利
子
補
給
に

つ
い
て
は
、
昭
和
町
の
例
に
よ
る
。

平
成
十
五
年
度
合
併
協
議
会

補
正
予
算
（
案
）
に
つ
い
て

補
正
予
算
（
第
二
号
）
は
、
歳
入
歳
出
を
そ
れ
ぞ

れ
八
、
九
二
六
千
円
を
減
額
し
、
予
算
の
総
額
を
二

〇
、
二
四
九
千
円
と
す
る
こ
と
を
原
案
の
と
お
り
確

認
し
ま
し
た
。

補
正
予
算
の
主
な
内
容
は
、
事
業
推
進
費
の
各
種

支
援
業
務
委
託
費
の
請
負
差
額
を
減
額
し
た
こ
と
な

ど
に
よ
り
、
三
町
の
負
担
金
を
そ
れ
ぞ
れ
一
、
六
四

二
千
円
減
額
す
る
も
の
で
す
。

ミ
ニ
メ
モ

調整内容の表現と意味

協議案件の中の調整内容の中には、様々な表現方法が使われていますが、よく出てくる表現と
その意味は次のとおりです。
①現行のとおり………現在の事務内容、制度はそのまま存続し、新市で実施します。
②合併時に統一………現在の事務内容、制度にそれぞれ差異があるため、各町の事務・制度を考

慮しながら合併時に統一し、合併の日から実施します。
③○○町の例…………現在の事務内容、制度は合併時までに○○町に合わせ、合併の日から実施

します。
④合併時までに調整…現在の事務内容、制度を合併時までに調整し、合併の日から実施します。
⑤合併時に再編………現在の事務内容、制度にそれぞれ差異があるため、各町の事務・制度を考

慮しながら合併時に再編し、合併の日から実施します。
⑥新市において調整…現在の町の事務内容、制度の内容を合併時までに調整することが困難なた

め、新市においてどのようにするのか調整します。
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名称候補の選定が始まりました

↓

↓

↓

新市名称候補選定基準及び選定方法

１．選定基準
新市の名称候補は、漢字、ひらがな、カタカナにより表記された名称で、（１）及び（２）の

条件を満たしている作品とする。

（１）「天王」「昭和」「飯田川」（読みも含む）を使用しない名称

（２）新市としてふさわしい名称

２．選定方法
（１）第１次選定（新市名称候補選定小委員会委員による郵便投票）

応募された作品の中から新市名称候補選定小委員会委員が選定基準に基づき、それぞれ１０

作品を選定し、そのすべての作品を候補として選定する。（最大６０作品）

（２）第２次選定（新市名称候補選定小委員会）

第１次選定により選定された作品の中から、協議により１０作品を選定する。

１０作品については、作品ごとに新市名称候補選定小委員会としての「選定理由」を付して

小委員会委員長が協議会へ報告する。

（３）最終選考（合併協議会）

第２次選定により選定された１０作品について、協議会委員で協議し、新市名称を決定する。

新市名称の募集は２月11日をもって締切ましたところ、最終応募総数は2，547通となりました。この

あと名称候補選定小委員会で10作品まで絞り込み、その中から合併協議会で決定することになります。

名称候補の選定基準及び選定方法は、次のとおりです。

●新市名称応募総数　２，５４７通（内有効数２，５２３通）

●新市名称応募種類　１，１５４種類
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〒010－0201 南秋田郡天王町天王字上江川４７－６１０　天王町保健センター２階
天王町・昭和町・飯田川町合併協議会事務局

電　話　０１８－８７０－６５６６　ＦＡＸ　０１８－８７８－７２１５
http://www.tsi-gappei.jp/ E-mail：soumu@tsi-gappei.jp

●事務局●

■印刷／株式会社　塚田美術印刷

第12回合併協議会は、平成１6年３月26日（金）
午後２時から飯田川町公民館で開催します。
どなたでも傍聴できますのでお気軽においでく

ださい。

informationinformation インフォメーション

応募の状況
応募状況を見ますと応募方法では、応募用紙での応募が1,900通と全体の75.3％を占めました。ま

た、地域別では３町出身者の中に国外からの応募もありました。年代別では１０代からの応募が最も

多く670通（26.5％）でした。１０代の応募が多かった要因としては、小・中学校での学校単位の応

募があったためです。次いで６０代の418通（16.6％）、５０代の370通（14.7％）となりました。

たくさんのご応募ありがとうございました。

新市名称応募結果
たくさんのご応募ありがとうございました。

2，523

2，523

2，523

●年代別●

●地域別●

●応募方法●

応募用紙 1，900
はがき 128
ファックス 328
ホームページ 146
Ｅメール 21

計 2，523

男 1，278
女 1，243
記載無 2
計 2，523

天王町 1，157
昭和町 988
飯田川町 266
３町出身者 112
計 2，523

10歳未満 128
10代 670
20代 136
30代 183
40代 257
50代 370
60代 418
70代 273
80代 48
90代 8
記載無 32
計 2，523

■
応
募
方
法

■
男
女
別

■
地
域
別

■
年
代
別


